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◼ 本資料では、実需給2年度前に行う容量停止計画調整に関する減額ついてご説明いたします。

➢ 減額の算定方法

➢ 減額の算定例

✓ １ヶ月間停止する場合

✓ 半月間停止する場合

✓ 1ヶ月間出力制約（1/2出力制約）の場合

✓ 前半・後半バランスの場合

✓ 応札単位に複数電源がある場合

➢ 容量市場システムの表示方法

✓ 減額率0.3％/日固定

はじめに
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➢減額の算定方法

➢減額の算定例

➢容量市場システムの表示方法
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◼ 減額算定方法について（概要）

◼減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率 × 調整不調日数
➢ 契約単価

✓ 容量確保契約書で締結した約定価格

➢ 契約容量

✓ 容量確保契約書で締結した契約容量

➢ 経過措置係数

✓ 2010年度末以前に建設された電源の容量確保契約金額に対して、 一定の控除率（2024年度実需給年度では42%）を設
定して、支払額を減額する係数（経過措置係数＝1－控除率）

➢ 減額率

✓ 「追加設備量を利用する場合」と「供給信頼度確保に影響を与える場合」を考慮し算定※

（詳細は次頁以降で説明）

➢ 調整不調日数

✓ 各STEP終了時点で、 「追加設備量を利用する場合」と
「供給信頼度確保に影響を与える場合」に該当する日数相当※

（詳細は次頁以降で説明）

１．減額の算定方法

※但し、容量市場システム上は、減額率、調整不調日数が両方変数のため、
減額率を0.3％相当で固定し、調整不調日数を表示
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◼ 減額算定の考え方について（減額率と調整不調日数）

◼ 減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) × 調整不調日数(2)

➢ (1)減額率
＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

➢ (1-1) 追加設備量を利用する場合の減額率
＝ 0.3％/日 × (追加設備量を利用する容量 ÷ 追加設備量) ×

(追加設備量を利用する容量 ÷ 停止対象容量)

➢ (1-2) 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率
＝ 0.6％/日 × (供給信頼度確保に影響を与える容量 ÷ 停止対象容量)

➢ 各月、各エリアに適用される減額率は、調整期間中、「供給信頼度算定結果」にてご確認頂けます。

➢

➢ (2)調整不調日数 ＝ 出力可能容量に関する補正率(2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※

(2-1)出力可能容量に関する補正率
＝ (１－ 出力可能容量 ÷ 応札単位のアセスメント対象容量) 

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ １ヶ月の日数 ÷ 算定期間日数※

１．減額の算定方法

※算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)

なお、STEP1終了時点では、作業停止日数で算定され
ておりました。
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➢減額の算定方法

➢減額の算定例
✓ １ヶ月間停止する場合

✓ 半月間停止する場合

✓ 1ヶ月間出力制約（1/2出力制約）の場合

✓ 前半・後半バランスの場合

✓ 応札単位に複数電源がある場合

➢容量市場システムの表示方法



6２．減額の算定例

◼ １ヶ月間停止する場合

（例）

アセスメント対象容量：3MW、 作業停止日数：30日間

算定期間：4月(月間バランス)

減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) 0.18％/日× 調整不調日数(2) 30日間

➢ (1)減額率 ＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

➢ (1-1) 追加設備量を利用する場合の減額率 ＝0.12％/日
0.3％/日 × (追加設備を利用する容量8MW ÷ 追加設備量8MW) ×

(追加設備を利用する容量8MW ÷ 停止対象容量20MW)

➢ (1-2) 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率 ＝0.06％/日
0.6％/日 × (供給信頼度確保に影響を与える容量2MW ÷ 停止対象容量20MW)

➢ (2)調整不調日数 ＝30日間

＝出力可能容量に関する補正率 (2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※

= 1 × １ × 30日間

(2-1)出力可能容量に関する補正率 ＝ 1
＝ (１－ 出力可能容量0MW ÷ 応札単位のアセスメント対象容量3MW)

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ 1
＝ １ヶ月の日数(30日間) ÷ 算定期間日数(30日間)

ブロック単位

停止対象容量：20MW

追加設備を利用する容量：8MW

供給信頼度確保に影響を与える容量：2MW

※算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)
作業停止日数とは異なる



7２．減額の算定例

◼ 半月間停止する場合

（例）

アセスメント対象容量：3MW、 作業停止日数：15日間

算定期間 ：4月(月間バランス)

減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) 0.18％/日× 調整不調日数(2) 15日間

➢ (1)減額率 ＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

✓ ６頁同様ため省略

➢ (2)調整不調日数 ＝ 15日間
＝ 出力可能容量に関する補正率(2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※

= 0.5 × １ × 30日間

(2-1)出力可能容量に関する補正率 ＝ 0.5
＝ (１－ 出力可能容量1.5MW ÷ 応札単位のアセスメント対象容量3MW)

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ 1
＝ １ヶ月の日数(30日間) ÷ 算定期間日数(30日間)

※算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)
作業停止日数とは異なる

ブロック単位

停止対象容量：20MW

追加設備を利用する容量：8MW

供給信頼度確保に影響を与える容量：2MW



8２．減額の算定例

◼ 1ヶ月間出力制約（1/2出力制約）の場合

（例）

アセスメント対象容量：3MW、 作業停止日数：30日間

算定期間：4月(月間バランス)、出力制約：上限1.5MW

減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) 0.18％/日× 調整不調日数(2) 15日間

➢ (1)減額率 ＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

✓ ６頁同様ため省略

➢ (2)調整不調日数 ＝ 15日間
＝ 出力可能容量に関する補正率(2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※

= 0.5 × １ × 30日間

(2-1)出力可能容量に関する補正率 ＝ 0.5
＝ (１－ 出力可能容量1.5MW ÷ 応札単位のアセスメント対象容量3MW)

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ 1
＝ １ヶ月の日数(30日間) ÷ 算定期間日数(30日間)

※算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)
作業停止日数とは異なる

ブロック単位

停止対象容量：20MW

追加設備を利用する容量：8MW

供給信頼度確保に影響を与える容量：2MW



9２．減額の算定例

◼ 前半・後半バランスの場合

（例）

アセスメント対象容量：3MW

作業停止日数 ：15日間(6/1-6/15)
算定期間 ：6月(前半バランス)

減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) 0.18％/日× 調整不調日数(2) 30日間

➢ (1)減額率 ＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

✓ ６頁同様ため省略

➢ (2)調整不調日数 ＝ 30日間
＝ 出力可能容量に関する補正率(2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※

= １ × ２ × 15日間

(2-1)出力可能容量に関する補正率 ＝ 1
＝ (１－ 出力可能容量0MW ÷ 応札単位のアセスメント対象容量3MW)

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ 2
＝ １ヶ月の日数(30日間) ÷ 算定期間日数(15日間)

※算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)
作業停止日数とは異なる

ブロック単位

停止対象容量：20MW

追加設備を利用する容量：8MW

供給信頼度確保に影響を与える容量：2MW



10２．減額の算定例

◼ 応札単位に複数電源がある場合

（例）

アセスメント対象容量：3MW

(発電機A：1ＭＷ、発電機Ｂ：1ＭＷ、発電機Ｃ：1ＭＷ)

作業停止日数 ：発電機A(30日間)
算定期間 ：4月(月間バランス)

減額 ＝ 契約単価 × 契約容量 × 経過措置係数 × 減額率(1) 0.18％/日× 調整不調日数(2) 10日間

➢ (1)減額率 ＝ 追加設備量を利用する場合の減額率(1-1) + 供給信頼度確保に影響を与える場合の減額率(1-2)

✓ ６頁同様ため省略

➢ (2)調整不調日数 ＝ 10日間

＝ 出力可能容量に関する補正率(2-1) × 算定期間日数に対する補正率(2-2) × 算定期間日数※1

= １/3 × １ × 30日間

(2-1)出力可能容量に関する補正率 ＝ １/3
＝ (１－ 出力可能容量2MW ÷ 応札単位のアセスメント対象容量3MW※2)

(2-2)算定期間日数に対する補正率 ＝ 1
＝ １ヶ月の日数(30日間) ÷ 算定期間日数(30日間)

※1算定期間日数：
月間の場合(30日間or31日間or28日間)
前半・後半の場合(15日間or16日間)
作業停止日数とは異なる

※2 STEP1終了時点では、号機単位のアセ
スメント対象容量で算定されておりました。

ブロック単位

停止対象容量：20MW

追加設備を利用する容量：8MW

供給信頼度確保に影響を与える容量：2MW
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➢減額の算定方法

➢減額の算定例

➢容量市場システムの表示方法
✓減額率0.3％/日固定



12３．容量市場システムの表示方法(減額率0.3％/日固定)

◼ 算定された、減額率・調整不調日数および広域機関判断結果は容量市場システムで確認できます。
なお、減額率、調整不調日数が両方変数のため、減額率を0.3％/日で固定し、調整不調日数を算定し表示しておりま
す。

第41回 容量市場の在り方等に関する検討会
参考資料 実需給2年度前の業務の状況報告について
（容量停止計画の調整）

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/youryou_kentoukai_haihu41.html
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◼ 減額率を0.3％に固定した場合の計算例は以下のとおり

（例）スライド6の結果を引用

➢ 減額率 ＝ 0.3％/日 固定とし、調整不調日数を換算

➢ 換算後の調整不調日数※

＝ 換算前の減額率(0.18％/日) ÷ 換算後の減額率(0.3％/日) × 換算前の調整不調日数(30日間)
＝ 18.0000日

減額率：0.18％/日

調整不調日数：30日間

第41回 容量市場の在り方等に関する検討会
参考資料
実需給2年度前の業務の状況報告について
（容量停止計画の調整）

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/youryou_ke
ntoukai_haihu41.html

３．容量市場システムの表示方法(減額率0.3％/日固定)

※換算後の調整不調日数：
追加設備量を利用する量の割合の補正や、供給信頼
度確保に影響を与える量の割合の補正が掛かっている
ため、調整不調対象月の実際の日数とは異なる。
作業調整は、実際の調整不調対象月に計画している
作業日数を調整してください。


